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１．事案の概要 

 本件は，本件特許権及び同特許権に基づく被控訴人に対する一切の請求権の譲渡を受け

た控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人において製造し，販売する，又は製造し，販売し

ていた被告製品関連製品につき，本件特許の請求項１記載の発明の技術的範囲に属するか

ら，被控訴人による被告製品関連製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張し

て，製造及び販売の差止め等を求めた事案である。  

 原判決は，被告製品関連製品は，本件発明の構成要件Ｅを充足しないから，本件発明の

技術的範囲に属すると認めることはできないとして，控訴人の請求をいずれも棄却したた

め，控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。 

 

２．結論 

 控訴棄却 

 

３．本件特許出願 

特許番号 ：第３８９５３１２号 

発明の名称：加熱調理器 

登録日  ：平成１８年１２月２２日 

出願番号 ：特願２００３－２９０１７６ 

出願日  ：平成１５年８月８日 

 

＜本件発明１＞（分説）（下線は筆者） 

Ｇ ドロップインタイプの加熱調理器であって， 

Ａ 横幅寸法を５６０ｍｍ以下に設定したケース本体内に左右に配設され被加熱物を調理

容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと， 

Ｂ この複数の誘導加熱コイルの下方に設けられたロースタと，  

Ｃ 前記誘導加熱コイル及びロースタの上方を覆うように設けられたトッププレートとそ

の周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え，  

Ｄ 前記フレームの係り代を除く横幅寸法を７００ｍｍ以上に設定した前記トッププレー

トには，前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記調理容器を載置する加熱部を設け

るとともに，

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/088653_hanrei.pdf


 

Ｅ これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器

を載置したとき，この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フ

レームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成としたこと  

Ｆ を特徴とする加熱調理器。 

 

４．争点  

 装置の構成要素ではない要素により発明の構成を特定する構成要件Ｅの充足性。 

 

５．裁判所の主な判断（下線は筆者） 

（１）構成要件Ｅの解釈について 

［原審］ 

 構成要件Ｅのうち，「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義について検討す

る。上記各文言は，調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり，文言

のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから，本件明細書等の発明

の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。 

 ・・・（中略）・・・ 

 「最大径の調理容器」は，トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し，

また，リング状枠と同径のものであり，また，「調理容器の外殻」と一致するものであると

解するのが一般的かつ自然である。 

 

［控訴審］ 

 構成要件Ｅ（これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径

の調理容器を載置したとき，この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププレー

トの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成としたこと）は，「加

熱調理器」という装置の発明（本件発明）において，装置の構成要素とはいえない調理容

器との関係に基づいて発明の構成を特定するものであり，その意義が文言のみから一義的

に明確であるとはいえないことから，本件明細書等の内容を考慮して，その意義を検討す

る必要がある。 

 ・・・（中略）・・・ 

 そうすると，本件発明に係る加熱調理器の使用者（以下，単に「使用者」という。）が上

記の発明の効果を得られるためには，本件発明が，装置の構成として，構成要件Ｅの表す

関係（調理容器同士の間隔〔所定の間隔〕＜調理容器の外殻からトッププレートのフレー

ムの係り代を除く左右端部までの距離）を成立可能とするような手段を有することが必要

になるというべきである。したがって，構成要件Ｅを有することは，装置の構成として，

構成要件Ｅの表す関係を成立可能とするような手段を有することを意味する（当然の前提

とする）と解するのが相当であり，具体的には，自動的又は半自動的に構成要件Ｅが表す

関係を成り立つように制御する手段（例えば，調理容器の径を判別して，最大径以下の調

理容器を加熱部の中央に位置決め制御をする手段など）や，使用者が調理容器を加熱部に



 

置く際，構成要件Ｅの表す関係が成り立つか否かを確認できる手段や構成要件Ｅの表す関

係に誘導する手段などを備えることが必要になると考えられる。 

 

（２）構成要件Ｅの充足性について 

 被告製品１に使用できる最大径の調理容器は，取扱説明書（甲７の１）の記載に基づき，

鍋底の直径が２６ｃｍの調理容器であると認められるが，被告製品１自体には，調理容器

が使用できる最大径を超えるものであるか否かを確認する手段がないから，被告製品１は，

使用者が調理容器を加熱部に置く際，構成要件Ｅの表す関係が成り立つか否かを確認でき

る手段を有しているとはいえない。また，被告製品１の左ＩＨヒーター位置マーク及び右

ＩＨヒーター位置マークの直径は２０ｃｍであり，被告製品１はＩＨ（電磁誘導加熱）調

理器であって，使用できる調理容器は金属製に限られ，透明な容器は使用できないことか

らすると，左ＩＨヒーター位置マーク及び右ＩＨヒーター位置マークの直径より６ｃｍも

直径が大きい最大径の調理容器を，左ＩＨヒーター位置マーク及び右ＩＨヒーター位置マ

ークに置く際，調理容器の中心とヒーター位置マークの中心とを正確に一致させることは

難しい。そのため，使用者が最大径の調理容器を載置した場合，必ずしも構成要件Ｅの表

す関係が成り立つとはいえないから，被告製品１の左ＩＨヒーター位置マーク及び右ＩＨ

ヒーター位置マークは，使用者が調理容器を加熱部に置く際，構成要件Ｅの表す関係に誘

導する手段とはいえない。 

 そして，被告製品１のその他の構成をみても，被告製品１が構成要件Ｅの表す関係を成

立可能とするような手段を有しているものとは認められないから，被告製品１は，構成要

件Ｅを充足するとはいえず，同様に，被告製品２及びその他の被告製品関連製品について

も，構成要件Ｅを充足するとはいえない（これらの製品についても，構成要件Ｅの充足・

非充足を検討する上で被告製品１と異なる構成を有しているものとは認められない。）。 

 

以上 


